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第１ 債権者らの居住地が高濃度放射性物質で汚染される恐れがあるこ

と 

 １ 過去の原発事故及び各種シミュレーション  

   債務者は，債権者らが本件原発から７０ｋｍ程度以上離れたところ

に居住しているから，直ちに債権者らの人格権が侵害されるとは考え

られないと主張する。  

   しかし，債権者らの居住地は，準備書面⑶・準備書面⑽で述べたと

おり，福島第一原発事故による汚染状況（「最悪のシナリオ」を含む。

債権者の準備書面⑶「第２」，債権者の準備書面⑽「第 1」の「１」），

チェルノブイリ原発事故による汚染状況（債権者の準備書面⑽「第１」

の「２」），各種シミュレーション（債権者の準備書面⑶「第３」）に
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照らせば，高濃度放射性物質で汚染される恐れがある。 

   以下では，福島第一原発事故による汚染状況について補充して主張

する。 

  ⑴ 空間線量率 

    図１は，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が，文部科学

省・米国エネルギー省・原子力規制庁が行った第５次航空機モニタ

リング結果を基に作成した図である。 
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（甲Ｆ１１１ 図１ 文部科学省・米国エネルギー省・原子力規制庁が行った第５

次航空機モニタリング結果に基づく図 ２０１２年６月２８日現在の値に換算） 
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    図１に示された空間線量率は，チェルノブイリ原発事故における

避難基準に照らすと，極めて高い放射線量率であることが分かる。 

    すなわち，移住の義務ゾーン（年５ｍ㏜を超える恐れのある地域

1）に相当する区域は，緑色（１．０－１．９µ ㏜/ｈ）・黄緑色（１．

９－３．８µ ㏜/ｈ）・黄色（３．８－９．５µ ㏜/ｈ）・オレンジ色

（９．５－１９．０µ ㏜/ｈ）・赤色（１９．０µ ㏜/ｈ＜）で示され

る区域であり，緑色で示される区域は原発から約７０ｋｍ離れた福

島県内にも存在する。移住の権利ゾーン（年１～５ｍ㏜）に相当す

る区域は，水色（０．２－０．５µ ㏜/ｈ）・青緑色（０．５－１．

０µ ㏜/ｈ）で示される区域であり，原発から２５０ｋｍ離れた群

馬県にも水色で示される区域が存在している。なお，図１は測定範

囲が限られているため，より離れた地点にも同様あるいはそれ以上

の汚染地域が存在している可能性がある。 

  ⑵ 土壌汚染 

    図２は，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が，文部科学

省・米国エネルギー省・原子力規制庁が行った第５次航空機モニタ

リング結果を基に作成した図である。 

    福島第一原発事故により放出された放射性セシウム１３７は，地

表に降下し，２０１２（平成２４）年６月２８日の時点で，次の図

に示すように土壌に沈着している。 

                                                   
1 環境省によると，毎時０．２３µ ㏜が，追加被ばく線量年間１ｍ㏜にあたる（甲

Ｆ１１７）。年間５ｍ㏜は，１．１５µ ㏜ /ｈである。  
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（甲Ｆ１１２ 図２ 文部科学省・米国エネルギー省・原子力規制庁が行った第５

次航空機モニタリング結果に基づく図 ２０１２年６月２８日） 
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    この汚染状況と放射線管理区域から物品を持ち出す際の基準（４

万ベクレル／㎡，債権者の準備書面⑽１５頁「イ」）とを比較する。 

    ４万ベクレル／㎡に相当する高濃度の汚染地域は，緑色以上の色

で示される区域である。緑色で示される区域（３０Ｋ～６０Ｋ㏃／

㎡＝３万～６万ベクレル／㎡）は，原発から約２３０㎞も離れた地

点にも存在する。なお，図２は測定範囲が限られているため，より

離れた地点にも同様あるいはそれ以上の汚染地域が存在している

可能性がある。 

  ⑶ 最悪のシナリオ 

    上述の汚染は，幸運によってこの程度にとどまったのであり，原

子力委員会委員長であった近藤駿介氏による「福島第一原子力発電

所の不足事態シナリオの素描」（甲Ｃ３９，以下「最悪のシナリオ」

という。）では強制移転を求めるべき地域が１７０ｋｍ以遠にも生

じる可能性や、移転の権利を認めるべき地域が２５０ｋｍにも及ぶ

可能性があったのである（債権者の準備書面⑽９頁「⑶」）。 

  ⑷ 小括 

    以上のとおり，福島第一原発事故（「最悪のシナリオ」を含む）

及びチェルノブイリ原発事故，各種シミュレーションに照らせば，

債権者らの居住地が高濃度放射性物質によって汚染されることは

明らかである。 

 ２ チェルノブイリ原発事故について  

   債務者は，チェルノブイリ原発には原子炉格納容器もなく，さらに

減速材に水ではなく黒鉛を用いていたために，その黒鉛の火災によっ

て上昇気流が生じたなどの要因が重なって，放射性物質が広範囲に拡

散したものであり（乙１１９），原子炉の仕組み等が全く異なるチェ

ルノブイリ事故の汚染範囲をもって同様の汚染範囲が生じるとの前
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提に立った債権者らの主張は当を得ないと主張する（債務者の準備書

面⑶７頁）。  

   しかし，まず，チェルノブイリ原発には原子炉格納容器がないとの

債務者の主張の趣旨は，本件原発には格納容器があるためチェルノブ

イリ原発事故のような事故は起きないとの趣旨であると考えられる

が，この債務者の考え方は深層防護の考え方を理解していないもので

ある。深層防護とは，原子力施設の事故防止と事故の影響緩和のため

の「安全対策の多段階設定」という考え方であり，具体的には国によ

って多少違ってはいるが，代表的な IAEA（国際原子力機関）のもの

は，下記の表の左部分のように５層からなる。第３層までが重大（過

酷）事故（シビアアクシデント）の防止，第４・５層は重大事故が起

きてしまった時の影響緩和である。ここで非常に重要なのは，各階層

が，前後の階層に期待せずに最善の対策を尽くすことである（各層の

独立）。深層防護における各層の独立に照らせば，格納容器が機能喪

失するという最悪の事態を想定した上で被害を想定する必要がある。 
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（甲Ｃ１０，１１７頁）  

   次に，チェルノブイリでは減速材に水ではなく黒鉛を用いていたた

めに，その黒鉛の火災によって上昇気流が生じたなどの要因があった

との債務者の主張について，乙１１９はチェルノブイリ原発事故につ

いてどのような経緯で放射性物質が拡散したかだけを記載したもの

であり，本件原発で起き得る水素爆発などと比較したものではない。

福島第一原発事故で起きた水素爆発は，上述のとおり，チェルノブイ

リ原発事故における移住の義務ゾーンに相当する区域を原発から７

０ｋｍの地点に生じさせ，移住の権利ゾーンに相当する区域を原発か

ら２５０ｋｍ離れた群馬県にも発生させるなど，水素爆発であっても

広範囲に放射性物質を拡散させることを実証した。  

 ３ 各種シミュレーションについて 

  ⑴ 各種シミュレーション 

    債務者は，債権者の示した各種シミュレーションに対して，債務
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者は安全確保対策の強化を図るとともに，それでもなお重大事故等

に至った場合を想定して，事故の影響を緩和するための対策や原子

力防災対策を講じているのであるから，本件発電所において福島第

一原子力発電所事故と同程度の事故並びに放射性物質の放出及び

拡散が生じるとの前提は不適切であると主張する（債務者の準備書

面⑶３頁「⑴」）。 

    しかし，この主張も上述の深層防護の考え方に反するものである。

深層防護の第５層は，第４層までが機能せずに放射性物質が放出さ

れた場合の対策をいうのであり，深層防護の考え方に基づけば本件

原発の格納容器が機能喪失して大量の放射性物質が放出された場

合など最悪の事態を想定しなければならないのである。 

  ⑵ 瀬尾健氏によるシミュレーション 

    債務者は，瀬尾健氏によるシミュレーションは前提条件が明確で

ない上に，住民等が避難行動を一切行わないものとして算定された

ものであると主張する。 

    しかし，シミュレーションの前提条件は，債権者の準備書面⑶３

４頁「４」で詳しく説明している。 

    また，避難が必要であるということは，居住地一帯の環境が放射

性物質によって汚染され，避難せざるを得ない状況が生じていると

いうことである。このような状況では，避難生活による身体的・精

神的負担を受け，生業を失い，地域コミュニティを失うなど平穏な

生活を送る権利（人格権）が侵害されている。したがって，避難さ

えすれば人格権侵害がないかのような債務者の主張は誤りである。

しかも，自ら放射性物質を放出して債権者らの居住地を汚染する立

場でありながら，避難すれば問題ないかのように言い放つのは，原

発という極めて危険な施設を運営する者としてあるまじき姿勢で
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ある。 

 ４ 裁判例 

  ⑴ 金沢地裁平成１８年３月２４日判決 

   金沢地裁平成１８年３月２４日判決は，志賀原発２号機事故の被

害予測等から，志賀原発２号機において最悪の事故が生じたと想定

した場合は，原告らのうち，志賀原発から最も遠方の約７００ｋｍ

離れた熊本県に居住する者についても，許容限度である年間１ｍＳ

ｖを遥かに超える年間５０ｍＳｖの被ばくのおそれがあると認め

ている（甲Ｄ３８９）。 

  ⑵ 福井地裁平成２６年５月２１日判決 

    福井地裁平成２６年５月２１日判決は，福島第一原発事故当時の

原子力委員会委員長であった近藤駿介氏による「最悪のシナリオ」

（甲Ｃ３９），チェルノブイリ原発事故による避難区域の広さなど

を考慮して，大飯原発３号機及び４号機から約２５０㎞の範囲に居

住する原告についても，人格権侵害の具体的危険性を認めている

（甲Ｃ１１８）。 

 ５ 結論 

   以上のとおり，債権者らの居住地が高濃度放射性物質によって汚染

される恐れのあることは明らかである。 

 

第２ 債権者らの人格権侵害 

   債務者は，債権者らのいかなる人格権がいかにしていかなる態様で

侵害される危険があり，それが事前の救済を要する程度のものである

かなどの点について各人ごとに個別具体的に示されなければならな

いと主張する（債務者の準備書面⑶２頁「２」）。 

   しかし，放射性物質による汚染は，上述のとおり債権者らの居住地
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のいずれにも生じる恐れがあり，その被害については準備書面⑶で詳

しく述べたとおりである。生命・健康への被害はもとより，避難を余

儀なくされ，生業を失い，地域コミュニティを奪われ，避難生活によ

って身体的・精神的負担を被り，ひいては自死に至る恐れもある。し

かも，これらは，放射性物質の影響が消えるまで，何十年，もっと言

えば遺伝的影響に至っては子々孫々と影響が残ってしまう恐れもあ

る。 

   このように本件原発で過酷事故が発生すれば，債権者らの生命，身

体，精神及び生活の平穏，あるいは生活そのものに重大かつ深刻な被

害が発生し，その被害は不可逆的である。 

   これら被害は，人格権として法的に保護された生命，身体，精神及

び生活に関する利益を侵害するものであり，不可逆的な侵害から事前

に救済される必要のあるものである。 

 

第３ 年２０ｍ㏜を基準とする避難基準は不合理・違法であること 

 １ ＩＣＲＰの参考レベルは公衆被曝限度ではないこと  

   債務者は，年間積算線量２０ｍ㏜という基準はＩＣＲＰが緊急事態

において線量を低減するための考慮がなされるべき参考レベルとし

て提示する２０～１００ｍ㏜の範囲のうち最も厳しい値を基準とし

て採用したと主張する。  

   しかし，ＩＣＲＰの参考レベルを国内法に取り込んだ事実もなく，

債務者のいう２０～１００ｍ㏜は単なる民間の外部機関が提示した

数値でしかない。  

   また，債務者のいう「緊急事態」とは，ＩＣＲＰの２００７年勧告

における「緊急時被ばく状況」（ある行為を実施中に発生し，至急の

対策を要する不測の状況）（甲Ｆ１１３）を指すと考えられるが，事
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故から５年以上経過した現在が，至急の対策を要する不測の状況とは

いえず，「緊急時被ばく状況」に該当しない。  

   さらに，債務者のいう「参考レベル」とは，「緊急時又は現存の制

御可能な被ばく状況において，それを上回る被ばくの発生を許す計画

の策定は不適切であると判断され，またそれより下では防護の最適化

2（いかなるレベルの防護と安全が，被ばく及び潜在被ばくの確率と

大きさを，経済的・社会的要因を考慮の上，合理的に達成可能な限り

低くできるかを決めるプロセス）を履行すべき，線量又はリスクのレ

ベルを表す用語」と説明されている（甲Ｆ１１３・Ｇ５頁）。すなわ

ち，参考レベルは，緊急時及び現存の被ばく状況における政策決定の

指針であり，公衆の被ばく線量限度を定める基準ではない。なお，こ

の点について，債権者の準備書面⑶の２９頁・３５頁・６３頁におい

て被曝限度との記載を参考レベルとの記載に訂正する。  

   ＩＣＲＰは，１９９０年勧告から一貫して，平常時の公衆被曝限度

を年１ｍ㏜としている（１９９０年勧告：甲Ｄ５２１・５５頁・１９

１項，２００７年勧告：甲Ｆ１１３・６０頁）。  

   したがって，債務者の上記主張は不合理である。  

 ２ 法は公衆被曝限度を年１ｍ㏜としていること  

  ⑴ 原子炉等規制法の目的  

    核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下，

「原子炉等規制法」という。）は，「国民の生命，健康及び財産の保

護，環境の保全…に資することを目的とする。」（１条）。  

  ⑵ 「周辺監視区域」の外の線量限度など  

   ア 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則は，第２条第２

                                                   
2 防護の最適化とは，いかなるレベルの防護と安全が，被ばく及び潜在被ばくの確

率と大きさを，経済的・社会的要因を考慮の上，合理的に達成可能な限り低くでき

るかを決めるプロセス。（甲Ｆ１１３，Ｇ１３）  
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項６号で，「周辺監視区域」の定義を，「管理区域の周辺の区域で

あって，当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所にお

ける線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれ

のないものをいう。」と定める。具体的には，次の図のとおり，

「周辺監視区域」とは原発の敷地内の最も外側である。この区域

の外側の線量限度が問題となる。  

 

（甲Ｆ１１４） 

 

（甲Ｆ１１４） 

     同規則を受けて，原子力規制員会は，「周辺監視区域」の線量

限度について，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す
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る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（甲Ｆ１１５）

の２条１項１号で，「実効線量」を「一年間につき一ミリシーベ

ルト」と定める。つまり，法令上，「周辺監視区域」の外側のい

かなる場所も，年間１ミリシーベルトを超えてはならない。  

   イ ここで「周辺監視区域」の内側にある「管理区域」の線量限度

を見てみる。  

     「管理区域」とは，「炉室，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃

棄物の廃棄施設等の場所であって，その場所における外部放射線

に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え，空気中の放

射性物質（空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。

以下同じ。）の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え，又

は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものを

いう。」（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則２条２項

４号）。  

     この区域の線量限度は，線量告示第１条１項１号により，３か

月につき線量１．３ミリシーベルトを超えてはならない（同告示

１条１項１号）。  

     つまり，「炉室，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄

施設等の場所」における線量限度でさえ，国が避難区域を設定す

る際の基準とした年間２０ミリシーベルト（これは３か月当たり

５ミリシーベルトに相当する）を遥かに下回る。  

  ⑶ 排気・排出規制による濃度限度 １ｍ㏜／年  

    また，実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則は，第９０

条第４号及び第７号において，放射性廃棄物を排気・排水によって

排出する場合，「周辺監視区域」の外の空気中または水中の放射性
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物質の濃度が原子力規制員会の定める濃度限度を超えないことを

要求する。  

    その濃度限度を定めたものが同告示第８条である（甲Ｆ１１５）。

第８条第１項第６号は，外部放射線及び内部放射線により被ばくす

る可能性がある場合には，その総量が実効線量年間１ミリシーベル

トを超えないような濃度を濃度限度とするよう定める。  

  ⑷ 結論  

    以上のとおり，債務者のいう年間２０ｍ㏜という避難基準は，国

内法に反する基準である。  

 

第４ 避難計画 

 １ 債務者は，原子力災害が生じたときの住民防護について，我が国に

おける法令上の枠組みを主張する（債務者の準備書面⑶８頁「⑶」

「⑷」）。 

   しかし，問題は，原子力規制委員会が事業者に対して原子炉設置許

可や原子炉設置変更許可処分をするに当たり，実効性のある住民防護

策（その中心は避難計画である。）が策定されていることが要件とな

っておらず，地方公共団体が策定した避難計画に実効性があるか否か

を原子力規制委員会が審査する仕組みになっていないことであり，実

効性のある避難計画が策定されていなくても，原子炉設置許可処分や

原子炉設置変更許可処分が出され得ることである。深層防護の考え方

に則れば，これだけの理由でも，本件原発の運転は許されてはならな

いのである。 

   また，重要なのは，枠組みがあることではなく，その枠組みが住民

の被ばくを避けるために合理的で実効的であるかという点である。そ

の点を抜きにした債務者の主張疎明は債権者らの人格権侵害の有無
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を判断する上では意味がない。債務者は，原発を再稼働させようとし

ている電力事業者として，現在の原子力災害対策の枠組みが住民の被

ばくを避けるために合理的で実効的であるかという点まで債権者ら

や裁判所に主張疎明すべきである。ところが，債務者は，債権者らが

準備書面⑽で指摘した避難計画の不合理な点について何ら答えるこ

とはできていない。 

 ２ 債務者は，プルーム対策を何らしていないとの債権者らの指摘に対

して，我が国にはプルーム通過時の防護措置に柔軟に対応できる制度

的基盤が既に整備されていること等をあげ（乙１２１（２頁）），プル

ームに対する特別な枠組みを新たに設定する必要はないと主張する

（債務者の準備書面⑶８頁）。 

   しかし，乙１２１（２頁）にはどのような制度が整備されているか

の記載はなく，その実効性・合理性を判断できるものではない。 

   また，乙１２１の１頁が制度的基盤を考える前提として挙げている

「放射性物質の通過後には短時間のうちに空間放射線率は減少する」

との記載は，福島第一原発事故におけるプルームと降雨によって高線

量被ばくを強いられ，事故から５年以上経った現在でも避難指示が解

除されていない飯舘村（原発から約５０ｋｍ）の悲劇（詳しくは債権

者の準備書面⑽８頁⑵）を全く無視するものである。このような誤っ

た前提にたって策定された制度的基盤がプルームに柔軟に対応でき

るとは到底考えられない。 
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（甲Ｆ１１６ 朝日新聞 2011 年 9 月 8 日） 

以上 


